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告 示 

 

鳥取県告示第691号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定に基づき、指

定介護機関から事業所の名称又は所在地を変更した旨の届出があったので、同法第55条の２の規定により次のと

おり告示する。 

 

  平成21年11月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 居宅介護事業者 

名称 
主たる事務所の所在

地 

居宅介護事業所の名

称 

居宅介護事業所の所

在地 
変更年月日 

医療法人養和会 米子市上後藤三丁目

５－１ 

養和病院 米子市上後藤三丁目

５－１ 

平成18年９月１日 

鳥取医療生活協

同組合 

鳥取市末広温泉町

566 

せいきょう訪問看護

ステーションすずら

ん 

鳥取市末広温泉町

203 

平成21年10月17日 

 

 

２ 介護予防事業者 

名称 
主たる事務所の所在

地 

居宅介護事業所の名

称 

居宅介護事業所の所

在地 
変更年月日 

医療法人養和会 米子市上後藤三丁目

５－１ 

養和病院 米子市上後藤三丁目

５－１ 

平成18年９月１日 

鳥取医療生活協

同組合 

鳥取市末広温泉町

566 

せいきょう訪問看護

ステーションすずら

ん 

鳥取市末広温泉町

203 

平成21年10月17日 

                                                    

 

鳥取県告示第692号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定に基づき、介護機関を指定したので、同法第55

条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成21年11月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 介護老人保健施設 

名称 所在地 指定年月日 

あけしまニコニコホーム 倉吉市幸町507－18 平成21年10月１日 

 

２ 居宅介護事業者 

名称 
主たる事務所

の所在地 

居宅介護事業

所の名称 

居宅介護事業

所の所在地 

居宅介護事業

の種類 
指定年月日 

医療法人明生 倉吉市幸町507 あけしまニコ 倉吉市幸町507 短期入所療養 平成21年10月
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会 －18 ニコホーム －18 介護 １日 

特定非営利活

動法人十人十

色 

鳥取市用瀬町

安蔵991 

ちゃんちゃん 鳥取市用瀬町

安蔵1049 

小規模多機能

型居宅介護 〃 

社会福祉法人

こうほうえん 

境港市誠道町

2083 

デイハウスあ

がりみち 

境港市上道町

2087－２ 
〃 〃 

有限会社いち

むら 

鳥取市河原町

天神原402－１ 

デイサービス

ほのか 

鳥取市上原923

－20 

通所介護 
〃 

 

３ 介護予防事業者 

名称 
主たる事務所

の所在地 

介護予防事業

所の名称 

介護予防事業

所の所在地 

介護予防事業

の種類 
指定年月日 

医療法人明生

会 

倉吉市幸町507

－18 

あけしまニコ

ニコホーム 

倉吉市幸町507

－18 

介護予防短期

入所療養介護 

平成21年10月

１日 

特定非営利活

動法人十人十

色 

鳥取市用瀬町

安蔵991 

ちゃんちゃん 鳥取市用瀬町

安蔵1049 

介護予防小規

模多機能型居

宅介護 

〃 

社会福祉法人

こうほうえん 

境港市誠道町

2083 

グループホー

ムあがりみち 

境港市上道町

2087－２ 

介護予防認知

症対応型共同

生活介護 

〃 

有限会社いち

むら 

鳥取市河原町

天神原402－１ 

デイサービス

ほのか 

鳥取市上原923

－20 

介護予防通所

介護 
〃 

                                                    

 

鳥取県告示第693号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のとおり国土調査の成果を認証したの

で、同条第４項の規定により告示する。 

 

  平成21年11月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

調査を行った者の

名称 

調査を行った時

期 
成果の名称 調査を行った地域 認証年月日 

琴 浦 町 

平成19年度から 

平成20年度まで 

琴浦町（大字倉坂、

大字三保及び大字美

好の各一部）の地籍

図及び地籍簿 

琴浦町大字倉坂、

大字三保及び大字

美好の各一部 

平成21年11月17日 

南 部  町 

平成18年度から 

平成21年度まで 

南部町（天萬、宮前

及び諸木の各一部）

の地籍図及び地籍簿 

南部町天萬、宮前

及び諸木の各一部 〃 

                                                   

 

鳥取県告示第694号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第129条第３項の規定に基づき、遊漁規則の変更の認可をしたので、同条第７

項の規定により、次のとおり告示する。 
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  平成21年11月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 漁業権者の名称及び住所 

  日野川水系漁業協同組合 

  米子市熊党323－１ 

２ 漁業権の免許番号 

  共同漁業権内共第３号 

３ 認可に係る変更の内容 

  日野川水系漁業協同組合内共第３号第五種共同漁業権遊漁規則の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「削除項」という。）を削る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除項を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

  次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り、次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加

える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第７条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、さお釣または手釣の

漁具又は漁法等による場合であって、次の同表に

掲げる者が遊漁する場合の遊漁料は、右欄のとお

りとする。 

水産動植物の名称 区分 期間 遊漁料

略 

中学生 

高校生 

年間 1,050 

円 

あゆ 

こい 

やまめ（さくらま

すを含む。） 

あまご（さつきま

すを含む。） 

いわな 

にじます 

うなぎ 

略 

３ 略 

 

（違反者に対する措置） 

第11条 組合は、漁業者がこの規則の第２条第２項

以外の規定に違反したときは、直ちにその者に遊

漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶

することがある。この場合、遊漁者が既に納付し

た遊漁料の払い戻しは、しないものとする。 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第７条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、さお釣または手釣の

漁具又は漁法等による場合であって、次の同表に

掲げる者が遊漁する場合の遊漁料は、右欄のとお

りとする。 

水産動植物の名称 区分 期間 遊漁料

略 

中学生 

 

年間 1,050 

円 

あゆ 

こい 

やまめ（さくらま

すを含む。） 

あまご（さつきま

すを含む。） 

いわな 

にじます 

うなぎ 

略 

３ 略 

 

（違反者に対する措置） 

第11条 遊漁者が第２条第２項の規定に違反し、遊

漁をする場所において漁場監視員に納付するとき

の遊漁料は、第７条第１項及び第２項に定める遊

漁料に￥1,000を付加した額とする。 
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様式第１号 遊漁承認証 

 

２ 組合は、漁業者がこの規則の第２条第２項以外

の規定に違反したときは、直ちにその者に遊漁の

中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶する

ことがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊

漁料の払い戻しは、しないものとする。 

 

様式第１号 遊漁承認証 

表１         表２      表３ 

裏１         裏２       裏３ 

鮎の友釣専用漁場区域

 

平成 年 月 日発行

 

 

 
 

禁止区域及び期間  

No． 

遊漁承認証 

下記のとおり遊漁を

承認します 

遊
漁
者 

住所 

氏名 

年令 

承認機関 

魚  種 

漁具漁法 

遊漁区域 

遊 漁 料 

発 行 者 

日野川水系漁業協同

組合○印 

連絡先 0859-27-32

57 

 

禁止漁具漁法 

 次の各号に

掲げる漁具又

は 漁 法 に よ

り、水産動植

物を採捕して

はならない。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

 

注意事項

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 
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こ
こ
に
顔
写
真
を
貼

り
付
け
て
下
さ
い 

顔
写
真
な
き
場
合
無

証
票
と
み
な
し
ま
す 

遊漁承認証   N0. 

 

 

住所  

氏名  年齢  

有効期限 自．平成 年 月 日～至．平成 

年 月 日 

発行月日 平成 年 月 

日 

取扱所 

○印
 

 

 

４ 変更後の遊漁規則の施行の日 

  平成21年11月17日 

                                                    

選挙管理委員会告示 

 

鳥取県選挙管理委員会告示第81号 

平成21年第11回鳥取県選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

 

  平成21年11月17日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 古 賀 裕 子   

 

１ 日時 平成21年11月26日（木） 午後２時 

２ 場所 鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁選挙管理委員室 

３ 議題  

(１) 不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定について 

(２) その他 

                                                    

教 育 委 員 会 告 示 

 

鳥取県教育委員会告示第32号 

定例教育委員会の会議を次のとおり招集した。 

 

  平成21年11月17日 

鳥取県教育委員会委員長 上 山 弘 子   

 

１ 日時 平成21年11月20日（金）午前10時00分～ 
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２  場所  鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁教育委員会教育委員室 

３ 議題 

 (１) 平成21年度末公立学校教職員人事異動方針について 

 (２) その他 

                                                    

雑 報 

 

消防法（昭和23年法律第186号）第13条の５第１項の規定に基づき、鳥取県知事の委任に係る危険物取扱者試

験を次のとおり実施する。 

 

  平成21年11月17日 

財団法人消防試験研究センター理事長 関 口 和 重   

 

１  試験の種類及び日時 

試験の種類 日時 

乙種危険物取扱者試験 平成22年１月31日（日）午前10時00分から      

２  試験の場所 

    鳥取市尚徳町101－５        とりぎん文化会館（鳥取県立県民文化会館） 

  倉吉市山根529－２         鳥取県立倉吉体育文化会館 

    米子市古豊千520              米子職業能力開発促進センター 

３  受験願書の受付期間 

    平成21年11月20日（金）から同年12月７日（月）まで（郵送による場合は、同日までの消印のあるものに限

り受け付ける。） 

４  受験願書の提出先 

    〒680－0011  鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁第二庁舎８階 

    財団法人消防試験研究センター鳥取県支部（持参又は郵送によること。） 

５  受験手数料及び納付方法 

    受験手数料は、乙種危険物取扱者試験にあっては3,400円とし、所定の方法により納付すること。 

６  その他 

  (１)  受験願書の用紙は、財団法人消防試験研究センター鳥取県支部、鳥取県防災局消防チーム、各消防局及

び各地区危険物保安協会において交付する。 

  (２) 試験の詳細については、財団法人消防試験研究センター鳥取県支部（電話0857－26－8389）に照会する

こと。 

                                                    

正 誤 

 

 平成21年５月29日公布の鳥取県公安委員会規則第４号（鳥取県銃砲刀剣類所持等取締法第12条の３の規定によ

る医師の指定に関する規則）中次の箇所に誤りがあったので、訂正する。 

 

 頁 16 

 行 12 

 誤 受診命令の対象 

 正 受診命令の対象者 


